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地域情報プラットフォーム

総務省 情報通信政策局

地域通信振興課 地方情報化推進室

2

自治体情報システムの現状と課題

特定ベンダとの継続的な
随意契約（ベンダロックイン）

部署ごとのシステム調達
現行業務にカスタマイズ

制度改正等に伴う度重な
るシステム変更
経年劣化、データの増加

保守経費の高止まり

システム間連携に高
いハードル

ブラックボックス化
スパゲティ化

現状 課題現状 課題

レガシーシステム
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地域情報プラットフォームとは

データの構造及び定義の標準

業務ＡＰの単位（粒度）及び内容の標準

各ＡＰのインターフェースの標準

通信プロトコル、メッセージ等の標準

システム連携に関する技術の標準 等

アプリケーション間で、システム連携及び
データ連携等を可能とするルール（標準）

（例）

4

・地域情報プラットフォームに準拠したシステム間では

サービスを柔軟に連携させることができるようになる

共通機能

認証 ・・・運用監視

ＢＰＭ機能 SS EESS EE

基盤アプリ

民間
業務アプリ

住民

サービス
ディレクトリ

プロセス
制御

トランザクション
管理 ・・・

フロント系
業務アプリ

基盤アプリ

基盤アプリ

地域
ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ

＜地域ポータル運営会社＞

＜民間企業＞

基盤アプリ

フロント系
業務アプリ

フロント系
業務アプリ

フロント系
業務アプリ

フロント系
業務アプリ

フロント系
業務アプリ

PF通信機能
セキュリティ

高信頼性
通信ＳＯＡＰ ・・・

統合ＤＢ

＜A自治体＞

＜B自治体＞

統合DB機能

サービス基盤

サービス基盤サービス基盤

サービス基盤

フロント系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

フロント系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

地域ポータル
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地域情報ＰＦに期待する効果（イメージ）

○○市○○市

民間企業△△市

2) アウトソーシング
1) カセッタブル化
（マルチベンダ化）

○○市

・ベンダ間の競争環境が確保さ
れることで「良いものを安
く」調達するための選択肢が
増える

・ＡＳＰの活用などによりアウ
トソーシングしたシステムを、
複数自治体が共同で利用しや
すくなる

アウトソーシング
センター

3) サービス連携

・電子自治体を組込んだワンス
トップサービスなど、より便
利なサービスの検討が可能に
なる

ワンストップサービス

Ｂシステム
（X社製）

Ｂシステム
（Ｙ社製）

Aシステム Bシステム Cシステム

Ｂシステム

高付加価値サービス
ポータル

Aシステム Bシステム Cシステム

Ｅシステム

Ｄシステム Ｆシステム

Aシステム
（X社製）

Bシステム
（X社製）

Cシステム
（X社製）

6

・地域情報プラットフォームを活用することで、自治体の業務システムの全体最適
とレガシー改革を促進

・標準化された電子自治体システムは、他自治体や民間企業等との連携を可能
とする情報インフラに

地域情報PFを用いたシステム連携の展開

他自治体

地域組織
ＮＰＯ など

ＩＤＣ
民間企業 など

自治体内部

【現状】
・システム間を連携する
アーキテクチャの不在

【現状】
・システム間を連携する
アーキテクチャの不在

・連携範囲の拡大による
新たな価値の創出

・連携範囲の拡大による
新たな価値の創出連携範囲の拡大

【地域ICTサービス】

フェーズ１
（自治体LAN）

フェーズ２
（地域公共ネットワーク）

フェーズ３
（インターネット）

地域情報PFの導入
公共機関

・自治体業務の効率化
・調達コスト削減
・サービス利便性向上

・自治体業務の効率化
・調達コスト削減
・サービス利便性向上

【電子自治体】
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平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度～

基本説明書

標準仕様 V2.0
ワンストップサービスを
提示

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｌ
Ｉ
Ｃ

地域情報プラットフォーム
実装推進

標準仕様 V1.0
25の自治体業務ユニットを
定義

地域情報プラットフォームの検証

地域情報プラットフォーム仕様検討

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ

研究開発事業（ユビキタスプラットフォーム技術の開発）

連携

実証実験 実証実験

国の施策とＡＰＰＬＩＣの活動の連携により全国的な標準化を推進

ＡＰＰＬＩＣ（技術専門委員会）における標準化

NICTにおけるユビキタスプラットフォーム技術の研究開発

自治体ＥＡ事業による自治体業務のモデル化、データ標準化

総
務
省

自治体ＥＡ事業（自治体業務モデリング） 当面の目標当面の目標

地域情報プラットフォームの標準化スケジュール

8

地域情報プラットフォーム標準仕様

業務モデル標準業務モデル標準 ｻｰﾋﾞｽ協調技術標準ｻｰﾋﾞｽ協調技術標準

仕
様
仕
様

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

自治体及び民間が提供する地域情報
サービスの連携に必要な業務アプリユ
ニットのインタフェース仕様

自治体業務アプリケーション
ユニット標準仕様

自治体及び民間が提供する地域情報
サービスの連携に必要な業務アプリユ
ニットのインタフェース仕様

自治体業務アプリケーション
ユニット標準仕様

仕様に準拠したサービス基盤、および業務アプリケーションを導入する際に必要な
事項をとりまとめたもの

（地域情報プラットフォームガイドライン）

仕様に準拠したサービス基盤、および業務アプリケーションを導入する際に必要な
事項をとりまとめたもの

（地域情報プラットフォームガイドライン）

サービス連携を支える基盤アプリの諸要
件・プロトコル等を取り決めた仕様

アーキテクチャ標準仕様
プラットフォーム通信標準仕様
（相互接続仕様）

サービス連携を支える基盤アプリの諸要
件・プロトコル等を取り決めた仕様

アーキテクチャ標準仕様
プラットフォーム通信標準仕様
（相互接続仕様）

地域情報プラットフォーム基本説明書
地域情報プラットフォーム標準仕様運用規則

地域情報プラットフォーム基本説明書
地域情報プラットフォーム標準仕様運用規則

※標準仕様書はAPPLICのWebサイトで入手できます。http://www.applic.or.jp/

※括弧内は平成19年度末に発表予定
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成果物成果物

検討体制と今年度の活動目標

(財)全国地域情報化推進協会（APPLIC）

技術専門委員会

技術標準化WG

業務標準化WG

相互接続性検証WG

GIS WG

アプリケーション委員会

普及促進委員会

情報通信インフラ委員会

（自治体、民間企業等、約550会員）

（委員長：齋藤忠夫東京大学名誉教授 会員数：約150）

・アーキテクチャ標準仕様の改訂
・プラットフォーム標準仕様の改訂

・業務アプリケーションユニット標準仕様の改訂
・ワンストップサービスの検討

・相互接続仕様の策定

・GIS共通サービス標準仕様（仮称）の策定

・地域情報プラットフォーム基本説明書の改訂
・地域情報プラットフォームガイドラインの策定

10

サービス連携基盤を活用した地域情報化

縦割りのシステムから、地域ICTサービスへ

【民間会社：ガス、水道、銀行等】

【自治体】【自治体】

地域情報PF地域情報PF

自治体
ポータル

自治体
ポータル

既存窓口

電子申請電子申請 総合窓口
（新）

総合窓口
（新） 住基住基 児童手当児童手当

住民／企業

原課／窓口職員

ｼｽﾃﾑ運用管理者

【他自治体】【他自治体】

地域情報PF地域情報PF

住民税住民税

地域情報PF地域情報PF

申し込み申し込み

【民間会社：ASP(ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ)】

地域情報PF地域情報PF

児童手当児童手当

職員ポータル職員ポータル

従来業務従来業務

既存窓口

【ポータル事業者】

地域
ポータル

（引越し等）

地域
ポータル

（引越し等）

地域情報PF地域情報PF

【民間会社：ASP】

独自PF(BPM)独自PF(BPM)

ＧＷＧＷ

地
域
情
報
PF

地
域
情
報
PF

ASP業務ASP業務

民間プロトコル

参照窓口
（新）

参照窓口
（新）

従来(既存)
サイト個別ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ

官民連携ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ

従来窓口
へ来庁

従来窓口
へ来庁

電子的に
アクセス

電子申請

自治体内
ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ官民連携ﾜﾝｽ

ﾄｯﾌﾟ

民間ｻｰﾋﾞ
ｽへ振り分

け

民間ｻｰﾋﾞｽへ
振り分け

自治体引越
しｻｰﾋﾞｽへ
振り分け 地域PFと

独自PF変

換

課税紹介

電話で課税
照会

ASPの業

務利用

行政サーﾋﾞ
ｽの利用(可

能性？)

申請データ 異動デー
タ

※受付(認証)
同期／非同期

民間他民間他
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参考：重点計画2007（案）

Ⅱ今後のIT政策の重点 １．ITの構造改革力の追求 （３）２１世紀型社会経済活動

○世界一便利で効率的な電子行政
【実現に向けた方策】

国・地方公共団体は、情報システムのデータの標準化を推進する。また、転居や転出の際の窓口
における各種行政手続きの一括申請や、地方公共団体の防災等の公共サービスの共同展開を
実現するため、情報システムの連携基盤を開発し、2007年度までに標準化を図るとともに、この
標準に基づく地方公共団体のシステム改革を推進する。

ＩＴ新改革戦略 －いつでも、どこでも、誰でもＩＴの恩恵を実感できる社会の実現－
（平成１８年１月１９日 IT戦略本部策定）

重点計画‐2007（案）
（平成１９年５月２９日 IT戦略本部）

Ⅱ 政策パッケージを推進するための政策 １．効率性・生産性向上と進化地の創出の推進

１．１ 国・地方の包括的な電子行政サービスの実現

様々な行政手続を基本的にワンストップで簡便に行える電子行政サービス基盤の標準モデルを
2010 年度を目途に構築することを目指すとともに、個人事業主等にとって使い勝手のよい、包括的
な電子行政サービス利用に向けたソフトウェア・マニュアル等の策定のための環境整備を進める。

12

新たな地域ICTサービスの調査事業

ネットワークインフラを活用した新たな官民連携サービス（地
域ICTサービス）の事業化の可能性を調査する事業

Webサービス技術の活用による組織間連携に着目

理想的な姿をモデルとして提示した上で、それを実現するための障
害となる事項等を調査

５種類のサービスモデルについて調査を実施
自治体行政窓口サービス

地域観光情報等提供サービス

子育てポータルサービス

健康づくりサポートサービス

介護保険連携サービス
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１ 自治体行政窓口サービス

従来部署毎に申請していたものを、部署を問わず一括して
申請することを可能とする

従来住民自身がサービスの存在を知らなければ申請できな
かったものを、申請可能なサービスの一覧から選択できるよ
うにする

 

案内／
受付／審査

＜所管課1＞＜総合窓口＞＜住民＞

交付

＜所管課2＞ ＜関連機関＞

交付/完了

完了

作成

審査/作成

審査/作成

受付から受けられるサービ
スの案内を受け希望すれ
ば手続きを行う。申請書、
届出の記入を行う

必要な情報を聞き取り
受けらるサービスの案
内を行う

処理出来るものはその
場で処理を完了させる

作成されたものは所管
課（庁内）を経由し郵送
等の手段で住民に交
付される

作成／却下さ
れたデータ

手続きを行うものだ
けを都度表示する

審査/作成結果、必要書類

の交付および審査却下の
場合の案内を行う

住民の依頼に基づき連携可
能とする。システム以外に業
務ルール等がクリアにされ
ることが必要。

業務に必要な
データのみ転送

■所管課1業務
■所管課2業務

■関連機関

■所管課1業務
■所管課2業務

■関連機関

Push型の総合窓口

相談／記載

14

２ 地域観光情報等提供サービス

散在する観光情報を一元的に収集・提供する仕組みを構築
することで、地域を訪れる旅行者に対して、旅行前、旅行中、
旅行後のそれぞれの段階で必要なサービスを提供する
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３ 子育て地域ポータルサービス

子育てに関わる情報を集約し、妊娠、出産、幼稚園入園など
のイベント毎に情報を整理することで、官民の提供する多様
な育児サービスに一元的にアクセスできる環境を構築する

妊娠

小学校卒業

・・・・

北九州市役所（電子自治体）

行
政
サ
｜
ビ
ス

民間

サービス

民間

サービス

民間

サービス

民間

サービス

民間

サービス

民間

サービス

行
政
サ
｜
ビ
ス

行
政
サ
｜
ビ
ス

・・・・

北九州市役所（電子自治体）

行
政
サ
｜
ビ
ス

民間

サービス

民間

サービス

民間

サービス

民間

サービス

民間

サービス

民間

サービス

行
政
サ
｜
ビ
ス

行
政
サ
｜
ビ
ス

日々のニーズ・イベントから ワンストップでナビゲーション２４時間３６５日

行政サービスの利便性向上

真の電子自治体の促進

行政との連携効果で民間サービスのネット化触発

ネット上のマーケットプレイスとしての確立

[市民視点]

[行政視点] [民間視点]

16

４ 健康づくりサポートサービス

市民の健康情報を地域の関係機関が共有することで、地域
の様々な機関が健康づくりに関するサービスを提案しやすい
環境をつくる

住民健康ポータルサービス

U N I V E R S I T YU N I V E R S I T Y

学校 公民館・保健センター

フィットネスクラブ
（運動）

フィットネスクラブ
（運動）

食材宅配業者
（栄養管理）

食材宅配業者
（栄養管理）

地方自治体

デイサービス
事業者

（介護依頼）

デイサービス
事業者

（介護依頼）

医療機関
（投薬情報）

医療機関
（投薬情報）

健康診断
ＤＢ

住民基本
ＤＢ

自治体ヘルスアップ
事業

個人健康情報分析

個人別健康増進プラン作成

各種サービスへ誘導

個人別

健康情報
ＤＢ

住民

地域包括支援センター

公共機関

・公共の情報・健康診断の情報

・民間サービス紹介・予約に連動

民間サービス

アドバイザー

・医師

・健康運動指導士

・管理栄養士
・介護予防システムとの連携

転出転入時
システム連携

健康診断シス
テムと連携

ヘルスアップ
事業と連携

・予防接種の記録

・運動能力の記録

・セミナー紹介

・行事参加予約

サービス紹介・予約
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

インターフェイス

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
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５ 介護保険連携サービス

膨大な帳票類を電子的に交換できるようにすることで、業務
の効率化と、適正なモニタリングを実現する

介護サービス事業者A介護サービス事業者A

提供票
レセプト

連
携
ツ
ー
ル
Ｂ

受給者
管理ソフト

介護支援事業者
(地域包括支援センター)

介護支援事業者
(地域包括支援センター)

介護サービス事業者B介護サービス事業者B

要介護者
（要支援者）

要介護者
（要支援者）

計画書
那智勝浦町那智勝浦町

計画書
提供票

介護情報連携
システム

モニタリング
システム

ネットワーク

ｹｱﾌﾟﾗﾝ
ｿﾌﾄ

計画書
給付管理票

連
携
ツ
ー
ル
Ａ

提供票
レセプト

連
携
ツ
ー
ル
Ｂ

受給者
管理ソフト

①計画書・提供票
　の作成

②計画書の提出

③計画書・提供票
　 の登録

④計画書・
　提供票の取込

④計画書・
　提供票の取込

⑤介護サービスの提供

⑤介護サービスの提供

⑥提供票（実績）
　 を登録

⑥提供票（実績）
　 を登録

⑦提供票（実績）
　 の登録

⑧提供票（実績）
　 からレセプト作成

⑧提供票（実績）
　 からレセプト作成

⑨提供票（実績）
　 から給付管理票を作成

介護サービス事業者A介護サービス事業者A

提供票
レセプト

連
携
ツ
ー
ル
Ｂ

受給者
管理ソフト

提供票
レセプト

連
携
ツ
ー
ル
Ｂ

受給者
管理ソフト

介護支援事業者
(地域包括支援センター)

介護支援事業者
(地域包括支援センター)

介護サービス事業者B介護サービス事業者B

要介護者
（要支援者）

要介護者
（要支援者）

要介護者
（要支援者）

要介護者
（要支援者）

計画書計画書
那智勝浦町那智勝浦町

計画書
提供票

介護情報連携
システム

モニタリング
システム

ネットワーク

ｹｱﾌﾟﾗﾝ
ｿﾌﾄ

計画書
給付管理票

連
携
ツ
ー
ル
Ａ

提供票
レセプト

連
携
ツ
ー
ル
Ｂ

受給者
管理ソフト

提供票
レセプト

連
携
ツ
ー
ル
Ｂ

受給者
管理ソフト

①計画書・提供票
　の作成

②計画書の提出

③計画書・提供票
　 の登録

④計画書・
　提供票の取込

④計画書・
　提供票の取込

⑤介護サービスの提供

⑤介護サービスの提供

⑥提供票（実績）
　 を登録

⑥提供票（実績）
　 を登録

⑦提供票（実績）
　 の登録

⑧提供票（実績）
　 からレセプト作成

⑧提供票（実績）
　 からレセプト作成

⑨提供票（実績）
　 から給付管理票を作成

実線

点線 ：人や紙の流れ

：電子情報の流れ実線

点線 ：人や紙の流れ

：電子情報の流れ
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これから

業務効率化やサービス向上に地域情報PFを役立てる

地域情報PFの活用のアプローチ

組織横断的な連携を前提として関係機関の調整を進める

組織毎にそれぞれ取組む

地域情報PFを使いこなすための理解の促進が必要

自治体

ベンダ、SI
エンドユーザ

オープンな検討の場としてのAPPLIC

www.applic.or.jp


